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7 第１章 ２ わが国及び世界の動向 新規
「手話に関する施策の推進に関する法律」
2025（令和７）年に施行されたため、趣旨や取組み内容を記載

○

7 第１章 ２ わが国及び世界の動向 新規
「高次脳機能障害者支援法」
2026（令和８）年に施行されたため、趣旨や目的を記載

○

10 ２ 情報・コミュニケーション 【現状と課題】 新規
「手話に関する施策の推進に関する法律」
2025（令和７）年に施行されたため、趣旨や取組み内容を記載

○

16
２ 情報・コミュニケーション 【施策の方向性】
(2)意思疎通・情報へのアクセスの支援 イ

追加
「大阪市読書バリアフリー計画（仮称）」
令和８年度中に策定する予定であるため、策定にかかる内容について記載

○

34 １ 権利擁護・相談支援 【現状と課題】 追加
「のぞまないセルフプラン」
国の指針で新たに目標が設定されたため、記載を追加

○

35 １ 権利擁護・相談支援 【現状と課題】 新規
「高次脳機能障害者支援法」
2026（令和８）年に施行され、国の指針で見直しの主な事項としてあげられているため、求められる施
策について記載

○ ○

39
１ 権利擁護・相談支援 【施策の方向性】
(1)サービス利用の支援 ア

新規
「障がい福祉サービス等情報公表制度における公表率及び更新率を100％とする」
国の指針で新たに目標が設定されたため、記載を追加

○

42
１ 権利擁護・相談支援 【施策の方向性】
(2)相談支援及びその体制の充実 イ

新規
「高次脳機能障害者支援法」
2026（令和８）年に施行され、国の指針で見直しの主な事項としてあげられているため、取組み内容に
ついて記載

○ ○

47 ２ 生活支援 【現状と課題】 新規
総量規制
就労継続支援Ｂ型に対して令和８年８月から本市が指定を行うため、課題について記載

○

77～79 ２ 精神科病院からの地域移行 【現状と課題】 新規
「大阪市障がい者等基礎調査（精神科入院者用調査）」
令和７年度に新たに実施したため、現状と課題について記載し、調査結果（グラフ）を抜粋して掲載

○

「大阪市障がい者支援計画」の主な変更点

第２部 第２章 地域での暮らしを支えるために

第２部 第３章 地域生活への移行のために

第２部 第１章 共に支えあって暮らすために

第１部 総論
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94
１ 保育・教育 【施策の方向性】
(2)義務教育段階における教育の充実 イ

追加
リフト付きバス借り上げに係る支援金の交付
2022（令和４）年から新規事業を開始した支援金の交付について記載を追加

○

95
１ 保育・教育 【施策の方向性】
(4)生涯学習や相談・支援の充実 ア

(再掲)
「大阪市読書バリアフリー計画（仮称）」【再掲】
令和８年度中に策定する予定であるため、策定にかかる内容について記載

○

104
２ 就業 【施策の方向性】
(1)就業の推進 ウ

追加
「障がい者ワークステーション」
新たに立ち上げることから、実施内容の記載を追加

○

119
１ 生活環境 【施策の方向性】
(3)暮らしの場の確保 ウ

追加
「大阪市居住支援協議会」
新たに立ち上げることから、取組み等についての記載を追加

○ ○

128 １ 保健・医療 【現状と課題】 新規
「高次脳機能障害者支援法」
2026（令和８）年に施行され、国の指針で見直しの主な事項としてあげられているため、求められる施
策について記載

○ ○

134～
135

１ 保健・医療 【施策の方向性】
(2)地域におけるリハビリテーション・医療の充実 オ

新規
「高次脳機能障害者支援法」
2026（令和８）年に施行され、国の指針で見直しの主な事項としてあげられているため、目的や取組み
について記載

○ ○

137
１ 保健・医療 【施策の方向性】
(4)さまざまなニーズに応じた支援体制の充実 イ

追加
「（仮称）大阪依存症対策センター」
2029（令和11）年度開設予定のため、開設に向けた取組みについての記載を追加

○

第２部 第４章 地域で学び・働くために

第２部　第５章　住みよい環境づくりのために

第２部　第６章　地域で安心して暮らすために


